
地域への意見聴取方法（案）

１．意見聴取の対象

２．地域への情報提供方法
◇自治体ホームページバナー、ポスター、チラシ、回覧板
新聞広告等で幅広く広報を実施
オープンハウス

３．意見聴取期間
◇１ヶ月程度

４．実施主体
◇前橋市中心地区道路計画協議会（国、群馬県、前橋市）

■意向調査（住民）対象地域

対象地域図面

本町二丁目交差点（五差路）

前橋市

高崎市

吉岡町

榛東村

渋川市 桐生市

伊勢崎市

玉村町

本庁区域

(住民)

N

本庁地区

無作為抽出

(住民)

関係団体
○公共交通機関（バス会社、タクシー会社、ＪＲ、上毛電鉄）　　　○医療機関
○教育機関（周辺中学、高校）　　　　　○工業団地

　ヒアリング調査

関係団体
○バス協会　　　○商工会議所　　　○トラック協会　　　○観光協会　　　○消防本部　　　○工業団地（数社選定）
〇教育機関（数校選定）

留置き

前橋市役所、群馬県庁、前橋プラザ元気２１

前橋市内の道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡、赤城の恵、ふじみ

Ｗｅｂ 国のホームページにＷｅｂページを設け、県及び市のホームページにリンクバナーを掲載。

　意向調査

住民 前橋市

沿線地域 約３０，０００世帯（本庁地区）

周辺地域 約５，０００世帯（本庁地区を除く前橋市全域から無作為抽出）
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国道５０号 本町⼆丁目交差点（五差路）は、前橋市中⼼市街地に位置しており、国道５０号、県道、市道をつなぐ変形交差点です。
本アンケートは、本町⼆丁目交差点（五差路）整備の計画検討にあたり、地域の皆様が⽇ごろ感じている道路交通や地域の課題について

広くご意⾒をお聞きし、計画に反映していくための取り組みとして実施するものです。
⼤変お⼿数ですが、ご協⼒くださいますようお願い申し上げます。

国道５０号 本町二丁目交差点（五差路）の
計画検討に関するアンケート（第１回）

※本調査で頂いた皆様からのご意⾒は、計画段階評価における地域からの意⾒として「社会資本整備審議会道路分科会関東地⽅⼩委員会」に報告いたします。

前 橋 市 中 心 地 区 道 路 計 画 協 議 会

● 平成３０年１０⽉に関東地⽅⼩委員会が開催されました。計画段階評価の資料や
詳しい情報は国⼟交通省関東地⽅整備局ホームページでご覧いただけます。

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/index00000030.html

● インターネットによる回答も可能です。以下のＵＲＬまたはＱＲコードから回答ページへアクセスしてください。

● 渋滞や事故等の道路に関する課題、アンケート全般に関するお問い合わせ
高崎河川国道事務所 計画課
TEL:027-345-6039

※計画段階評価とは

計画段階評価※
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今回はこの段階です

● 前橋市の取り組みに関するお問い合わせ
前橋市 都市計画課 都市施設係
TEL:027-898-6944

広域図 拡大図

計画段階評価とは、公共事業の実施過程の透明性を一層向上させる
観点から、地域の皆様の声をお聞かせいただきながら、
計画段階において事業評価を行う取り組みです。

（ 国 土 交 通 省 高 崎 河 川 国 道 事 務 所 ・ 群 馬 県 ・ 前 橋 市 ）

（ URL ） （ ＱＲコード ）

● 「前橋市中⼼地区道路計画協議会」の開催状況を
高崎河川国道事務所ホームページでご紹介しております。

（ URL ）

（ URL ）
関東地方小委員会

http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki_index066.html
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http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00675.html 

本町⼆丁目交差点（五差路）現況イメージ図

県道



至 桐生市

至 本町二丁目
五差路

本町二丁目交差点（五差路）付近至 渋川市

群馬県庁

前橋市役所

スズラン

アーツ前橋

中央イベント広場

前橋プラザ元気２１

EKITA

けやきウォーク前橋

至 高崎市

至 桐生市

表町一丁目交差点付近

本町一丁目交差点付近

：前橋市市街地総合再生計画地区
（中心市街地）

国道５０号 本町⼆丁目交差点（五差路）の現況と課題

※この地図は、国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の電⼦地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平30情複、第566号）
なお、承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国⼟地理院の⻑の承認を得なければならない。

前橋市の取り組み
まちづくり

公共交通
〜前橋市地域公共交通網形成計画〜

〜前橋市市街地総合再⽣計画〜

●暮らしやすく、持続可能でコンパクトな
まちづくりと、公共交通を中心とした交通
ネットワークの構築を目指す取り組みを
⾏っています。

●定住人口の増加や⽣活ニーズの変化に対応した
都市機能の充実を推進しながら、
今後の人口減少・超高齢社会に向けた
持続可能なコンパクトなまちづくりを図るための
取り組みを⾏っています。

渋滞

交通事故

周遊

●前橋市中心市街地に目的がある交通
と他に目的地がある通過交通が
国道１７号、５０号に集中しており、
速度低下が発生しています。

●路線バスは交通渋滞の影響をうけて
定時性の確保が難しい状況です。

本町二丁目五差路交差点付近

●本町二丁目交差点（五差路）付近の
死傷事故率は群馬県平均の２倍以上です。
また、発⽣している事故の約５割が追突
事故です。

●本町二丁目交差点（五差路）は変則的な
形状のため⾒通しに課題があります。

●歩⾏者が横断する⽅法は歩道橋のみで、
エレベータ等の昇降機が設置されていません。
歩⾏者、特に高齢者や障害者の⽅々の円滑な移動に課題があります。

道路の課題
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（前橋市地域公共交通網形成計画より抜粋）

（前橋市市街地総合再⽣計画より抜粋）



点 対 策 平 面 対 策 立 体 対 策

［特長］

［特長］

［特長］

［特長］

［特長］

［特長］

・通過交通は排除されず、改善は限定的
・市道の利用が一部制限
・バス路線への影響小

・通過交通は排除されず、改善は限定的
・バス路線への影響小

・通過交通は排除されないが、一定程度の改善
・市道の利用が一部制限
・駅前通りの並木や沿道施設の再構築が必要

・通過交通は排除されないが、一定程度の改善
・国道50号の利用が一部制限
・バス路線見直しが必要
・沿道施設の再構築が必要

・通過交通が立体部に転換するため、大幅な改善
・国道50号の利用が一部制限
・バス路線の見直しが必要
・国道50号の並木や沿道施設の再構築が必要

・通過交通が立体部に転換するため、大幅な改善
・市道の利用が一部制限
・バス路線への影響小

交差点のコンパクト化

左折導流路

県道四差路化

市道四差路化

50号－50号立体化

市道－50号立体化
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※注意：沿道状況、交差形状は、あくまでイメージです。

想定される対策（方向性）のイメージ

p.３



1 交通混雑を緩和すること

2 交通事故が少なく安全に⾛⾏できること

3 中心市街地へのアクセス性向上につながること

4
すべての⼈にとって安全で快適な歩⾏空間を
確保すること

5 安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間を確保すること

6 バス路線の再編計画を考慮すること

7 新たな交通システムの構想との連携を図ること

8 再開発やまちづくり計画との一体性を確保すること

9 環境や景観（例：けやき並⽊）に配慮すること

10 生活環境への影響や家屋移転が少ないこと

11 工事に伴う交通の影響が少ないこと

12 事業費が経済的であること

13 その他

1

2

3

4

5 利⽤したことがない

ほぼ毎⽇（週4〜7回）

週に数回程度（週2〜3回）

⽉に数回程度（週1回未満）

ほとんど利⽤しない

1 必要だと思う

2 どちらかというと必要だと思う

3 どちらともいえない

4 どちらかというと必要だと思わない

5 必要だと思わない

1 ⾃動⾞

2 鉄道

3 バス

4 タクシー

5 バイク

6 ⾃転⾞

7 徒歩

対策案の検討にあたって、どのような項目を配慮
すべきだと思いますか？

特に重視すべきだと思う番号を３つ選択し、回答
欄にチェックをつけてください。

皆さまのご意⾒をお聞かせください

本町⼆丁目交差点（五差路）の現状について、地域にお住まいの皆さまのご意⾒を広くうかがうことを目的としています。
そのため、このはがきに記入されたことは、この目的以外には使⽤いたしません。

回答いただいた個⼈に関する情報は、本⼈の同意なく第三者に開示・提供することはありません。
（法令により開示を求められた場合を除きます。）

ふだん、前橋中心市街地にはどの位の頻度で訪れますか？

本町⼆丁目交差点（五差路）の道路整備は必要だと思い
ますか？

道路整備を必要だと思わない理由についてお聞かせください。

本町⼆丁目交差点（五差路）の整備について、期待すること、
気になること、不安に思うことはどんなことですか？

回答は同封のはがきに記入し、郵便ポストにご投函をお願いいたします。

前橋中心市街地へ訪れる目的は何ですか？

■回答の提出方法

２⼈目以降の方は 高崎河川国道事務所 のホームページより回答してください。はがきで回答される場合には、お手数ですが、
前橋市役所、群馬県庁、前橋プラザ元気２１、前橋市内の道の駅に配布しておりますので、同様に回答してください。

前橋中心市街地を訪れる際に利⽤する主な移動手段
は何ですか？

本町⼆丁目交差点（五差路）の課題を解決する
ための政策目標として、どの項目が重要だと思いますか？

本町⼆丁目交差点（五差路）には、どのような課題がある
と思いますか？

前橋中心市街地周辺について、今後どのような
取り組みが必要だと思いますか？

1 中心市街地の魅⼒的な店舗や憩いの場などの創出

2 環境・景観に配慮したまちづくり

3 駐⾞場の整備

4 公共交通の利便性向上

5 歩⾏者・⾃転⾞の周遊ネットワークの構築

6 周辺道路の交通混雑の緩和

7 周辺道路の交通事故対策

8 その他

（ 単一回答 ）

（ 単一回答 ）

（ 複数回答 ）

（ 複数回答 ）

（ 単一回答 ）

（ 複数回答 ）

（ ⾃由回答 ）

（ 複数回答 ）

（ ⾃由回答 ）

問１ 中心市街地の利⽤頻度について

問２ 中心市街地への移動手段について

問３ 中心市街地の利⽤目的について

問４ 中心市街地の今後の取り組みについて

問５ 本町⼆丁目交差点（五差路）の課題について

問６ 政策目標の案について

問７ 道路整備の必要性について

問９ 対策案を検討する際に配慮すべき項目について

問８ 道路整備を必要だと思わない理由について

へ

へ

問８ へ

問９

問４

（ 単一回答 ）

1 通勤・通学

2 仕事（営業・運送など）

3 ⽇常的な買い物・食事

4 送迎

5 観光・レジャー

6 ⾏政機関

7 その他 ［※具体的な内容を記入してください］

※上記項目を重視すべきと思う理由、または
上記以外で重視すべきと思う項目について
ご⾃由にお書きください

［※具体的な内容を記入してください］

［※具体的な内容を記入してください］

［※具体的な内容を記入してください］

（ ⾃由回答 ）

期待すること、気になること、不安に
思うことについて

問10

問１１ 問10の理由について

問10のご意⾒について、なぜそう思うのかその理由をお聞か
せください
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1 交通混雑の緩和

2 交通事故の減少

3 視距の改善（⾒通し）

4 わかりやすい交差点形状への改善

5 歩きやすい歩⾏空間の確保

6 安全・快適な⾃転⾞⾛⾏空間の確保

7 バス路線の遅延緩和

8 その他

1 本町⼆丁目交差点（五差路）や周辺交差点の混雑

2 交通事故が発生する危険性が高い

3 交差点の形状が複雑でわかりにくい

4 一部方向への右左折が制限され利便性が低い

5 公共交通ネットワークの利便性が低い

6 歩⾏者・⾃転⾞の移動のしにくさ

7 課題はない

8 その他



あなた自身についてお聞かせください。

住所

年齢

性別

職業

前橋市

□ 10代 □ 20代 □ 30代 □ 40代
□ 50代 □ 60代 □ 70代以上

□ １.会社員・公務員 □ 2.農業

□ ５.商業 □ ６.パート・アルバイト
□ 7.学生 □ 8.家事専業
□ 9.無職 □ 10.その他（ ）

⾃動⾞
運転免許 □ あり □ なし

個人情報を本人の同意なく第三者に開示・提供することはありません。
（法令により開示を求められた場合を除きます）

□ 男 □ ⼥

→ 町名：

□ ３.物流・輸送 □ 4.工業

群馬県高崎市栄町６－４１
国⼟交通省高崎河川国道事務所
計画課 ⾏

３ ７ ８ ４ １

差出有効期限
平成〇〇年〇⽉

〇〇日まで

００

皆さまのご意⾒をお聞かせください。

アンケートは以上です。ご協⼒ありがとうございました。

□ ６

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

□ ７

□ ８

中⼼市街地の利⽤頻度について（単⼀回答）

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １
中⼼市街地への移動手段について（単⼀回答）

中⼼市街地の利⽤目的について（単⼀回答）
□ ６□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

中⼼市街地の今後の取り組みについて（複数回答）

その他：

本町⼆丁目交差点（五差路）の課題について（複数回答）

□ ８
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

□ ８
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

政策目標の案について（複数回答）
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

道路整備の必要性について（単⼀回答）
□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

道路整備を必要だと思わない理由について（⾃由回答）

問１

問２

問３

問４

問５

問６

問７

問８

問９ □ ９ □ １０ □ １１ □ １２
□ １３

□ ６
□ ７

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：
□ 8

配慮すべき事項について特に重視すべきだと思う番号を３つ選択してください。（複数回答）

問10
期待すること、気になること、不安に思うことについて（⾃由回答）

問９ へ 問８ へ

問4 へ

□ ７

問11
問10の理由について（⾃由回答）

Administrator
テキストボックス
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あなた自身についてお聞かせください。

３ ７ ８ ４ １

群馬県高崎市栄町６－４１
国⼟交通省高崎河川国道事務所
計画課 ⾏

住所

年齢

性別

職業

□ 前橋市
□ その他群馬県内
□ 群馬県外

□ 10代 □ 20代 □ 30代 □ 40代
□ 50代 □ 60代 □ 70代以上

□ １.会社員・公務員 □ 2.農業

□ ５.商業 □ ６.パート・アルバイト
□ 7.学生 □ 8.家事専業
□ 9.無職 □ 10.その他（ ）

⾃動⾞
運転免許 □ あり □ なし

個人情報を本人の同意なく第三者に開示・提供することはありません。
（法令により開示を求められた場合を除きます）

□ 男 □ ⼥

→ 町 名：

→ 市町村名：

→ 都道府県名：

□ ３.物流・輸送

０ ０

□ 4.工業

皆さまのご意⾒をお聞かせください。

アンケートは以上です。ご協⼒ありがとうございました。

□ ６

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

□ ７

□ ８

中⼼市街地の利⽤頻度について（単⼀回答）

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １
中⼼市街地への移動手段について（単⼀回答）

中⼼市街地の利⽤目的について（単⼀回答）
□ ６□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

中⼼市街地の今後の取り組みについて（複数回答）

その他：

本町⼆丁目交差点（五差路）の課題について（複数回答）

□ ８
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

□ ８
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

政策目標の案について（複数回答）
□ ６ □ ７□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：

道路整備の必要性について（単⼀回答）
□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

道路整備を必要だと思わない理由について（⾃由回答）

問１

問２

問３

問４

問５

問６

問７

問８

問９ □ ９ □ １０ □ １１ □ １２
□ １３

□ ６
□ ７

□ ５□ ４□ ３□ ２□ １

その他：
□ 8

配慮すべき事項について特に重視すべきだと思う番号を３つ選択してください。（複数回答）

問10
期待すること、気になること、不安に思うことについて（⾃由回答）

問９ へ 問８ へ

問4 へ

□ ７

問11
問10の理由について（⾃由回答）

Administrator
テキストボックス
■道路利用者用
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